
 

 

議案第１２０号 

さいたま市下水道事業の設置等に関する条例及びさいたま市水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市下水道事業の設置等に関する条例及びさいたま市水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市下水道事業の設置等に関する条例及びさいたま市水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例 

（さいたま市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市下水道事業の設置等に関する条例（平成１６年さいたま市条例第

７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の９第

８項の規定により下水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が１０万円以上である場合とする。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８第

８項の規定により下水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が１０万円以上である場合とする。 

  

（さいたま市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市水道事業の設置等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２

７５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 



 

 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除）  （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の９第

８項の規定により水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が

１０万円以上である場合とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８第

８項の規定により水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が

１０万円以上である場合とする。 

  

   附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 


